
医療DX推進体制整備加算に関するお知らせ 

 

当院は、医療 DX（医療分野においてデジタル技術を活用し、質

の高い医療と介護の実現を目的として、社会や生活の形を変えてい

くこと）に関し、下記の体制を整備しています。 
 

⚫ 医師が診察室にて、オンライン資格確認システムにより取得した

診療情報等を活用して診療を行います 

⚫ マイナ保険証を促進し、医療 DX を通じて質の高い医療を提

供できるよう取り組んでいます 

⚫ 電子処方箋を発行の医療 DX にかかる取り組みを実施してい

ます ＜経過措置（令和 7年 3月 31 日まで）につき、今後導入予定＞ 

⚫ 電子カルテ情報共有サービスの医療 DX にかかる取り組みを実

施しています ＜経過措置（令和 7年 9月 30 日まで）につき、今後導入予定＞ 
 

上記体制の整備に伴いまして、健康保険法の診療報酬算定に基づ

き、「医療 DX推進体制整備加算」を算定します。 
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